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第 39 回 公物管理等分科会及び第 59 回 施設・研修等分科会 

における審議の結果報告 

平成 29 年度ヒアリング対象事業の選定等について 

「平成 29年度 事業選定方針及びプロセスについて」（平成 29年８月２日官

民競争入札等監理委員会了承）に基づき、各府省等が検討を行い回答した調書及

びヒアリング対象候補事業等について、平成 29年 12月６日開催の第 39回公物

管理等分科会及び 12月７日開催の第 59回施設・研修等分科会で審議を行った。

概要は以下のとおりである。 

１．今年度のヒアリング対象事業の選定 

各府省等から提出された調書等に基づき、事務局が整理した内容を踏まえ、今

年度のヒアリング対象事業（案）（公物管理等分科会担当分２事業、施設・研修

等分科会担当分４事業）を選定した。 

２．来年度以降のヒアリング対象候補事業の選定 

各府省等から提出された調書等に基づき、事務局が整理した内容を踏まえ、来

年度以降のヒアリング対象候補事業（改善を要請する事業）（案）（公物管理等分

科会担当分 23事業、施設・研修等分科会担当分 33事業）を選定した。 

３．報道等において競争性が指摘された事業 

平成 27年度の報道を契機に、平成 28年５月、６月の施設・研修等分科会にお

いてヒアリングを実施した国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構の契約

について、ヒアリング結果を踏まえた機構の取組状況について確認した。 

入札説明会の開催、標準仕様書・入札条件等点検表の更新、清掃業務について

指名競争入札から一般競争入札への移行、経験年数要件の撤廃、仕様書における

作業量の明確化等の取組が確認された。また、年間発注計画の策定と機構ホーム

ページでの公表、競争性に係る仕様書の複数回のチェック、契約審査委員会の外

部委員の起用によるチェック体制の強化が確認された。 

４．国立大学法人の施設管理業務 

 国立大学法人の施設管理業務について、平成 29年度開始の東京大学インタ

ーナショナル・ロッジの管理業務について入札結果等を確認したが改善不十分

な点があり、次回も引き続きフォローアップを行うこととした。 

 平成 30年度開始予定である東京大学の６業務、東京医科歯科大学の１業務

については、来年度にその入札結果等を踏まえてフォローアップを行う予定と

している。 
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また、文部科学省の各国立大学法人に対する施設管理業務の調達改善の要請

については、平成 29年 5月に実施したことを確認したが、今後とも周知・指

導に努めることを求めることとした。 

 

５．業務フロー・コスト分析のヒアリング対象事業  

 独立行政法人国立科学博物館の事業（不動産の一時貸付（施設貸出）事業）が

受諾することとなった。 

第 45回施設・研修等分科会（平成 27年２月６日）において、フォローアップ

を行うとされた２事業の状況について報告した。 

 

６．著作権の所在を理由に随意契約により実施しているシステム関連業務  

 昨年 12月の施設・研修等分科会における委員の意見を踏まえて本年８月に事

務局にて、著作権がシステム開発事業者にあることを理由に運用・保守又は改修

業務について随意契約を行っているシステム関係業務について調査を実施した

ところ、その結果について報告した。委員からは、以下の意見が示された。 

 

・一般競争入札の導入を検討している業務については、引き続きその状況をフォ

ローすること。 

・随意契約を継続する予定の業務については、その妥当性について再検証を行っ

た上で、随意契約が不要であると判断される場合には事務局から一般競争入

札の導入を促し、随意契約を要すると判断される場合にはコスト削減に向け

た取組を促すべき。 

・既に一般競争入札を導入した事例について更に情報収集を行い、先行事例とし

て、未導入の業務所管府省庁等に紹介すべき。 

 

 上記の意見を踏まえて、引き続き本件についてフォローアップを行うことと

した。 

 

７．基本方針別表フォローアップ  

公共サービス改革基本方針（平成 29年７月閣議決定）別表において、民間競

争入札の実施について平成 29年度末までに結論を得ることとされている「ジョ

ブ・カード講習事業」については、平成 30年度をもって事業を終了する計画で

あることから、基本方針別表から除外することが妥当であるとした。 

また、同別表において民間競争入札の導入時期について検討することとされ

ている「独立行政法人日本学生支援機構の設置する兵庫国際交流会館の管理・運

営等業務」については、平成 31年度（次期事業）から導入する意向が機構から

示されたことを事務局から報告し、公開ヒアリングは実施しないこととした。 

 

以 上 




